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番号 開示事項 報告要求事項 該当ページ

GRI 102：一般開示事項

◎102-1 組織の名称 a. 組織の名称 P83-84：グローバルネットワーク

◎102-2
活動、ブランド、製品、
サービス

a. 組織の事業活動に関する説明
b. 主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止されている製品またはサービスがあ

れば、その説明を含める

P7-8：価値創造モデル
P17-18：JX金属グループの先端素材が
支える未来
P19-20：事業領域と強み

◎102-3 本社の所在地 a. 組織の本社の所在地 P83-84：グローバルネットワーク

◎102-4 事業所の所在地
a. 組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所有している国の名称。報告書に記載して

いる項目との関連は問わない
P83-84：グローバルネットワーク

◎102-5 所有形態および法人格 a. 組織の所有形態や法人格の形態 P83-84：グローバルネットワーク

◎102-6 参入市場

a. 参入市場。次の事項を含む
　ⅰ. 製品およびサービスを提供している地理的な場所
　ⅱ. 参入業種
　ⅲ. 顧客および受益者の種類

P9-12：トップメッセージ
P17-18：JX金属グループの先端素材が
支える未来
P19-20：事業領域と強み

◎102-7 組織の規模

a. 組織の規模。次の事項を含む
　ⅰ. 総従業員数
　ⅱ. 総事業所数
　ⅲ. 純売上高（民間組織について）、純収入（公的組織について）
　ⅳ. 株主資本および負債の内訳を示した総資本（民間組織について）
　ⅴ. 提供する製品、サービスの量

P13-16：中期経営計画
P17-18：JX金属グループの先端素材が
支える未来
P19-20：事業領域と強み
P83-84：グローバルネットワーク
P92-93：ESGデータ集（雇用・働き方）

◎102-8
従業員およびその他の
労働者に関する情報

a. 雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、男女別総従業員数
b. 雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、地域別総従業員数
c. 雇用の種類（常勤と非常勤）別の、男女別総従業員数
d. 組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否か。該当する場合、従業員以外

の労働者が担う作業の性質および規模についての記述
e. 開示事項102-8-a、102-8-b、102-8-cで報告する従業員数の著しい変動（観光業や農業における季

節変動）
f. データの編集方法についての説明（何らかの前提があればそれも含める）

P92-93：ESGデータ集（雇用・働き方）

◎102-9 サプライチェーン
a. 組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブランド、製品、およびサービスに関するサプラ

イチェーンの主要要素を含める

P7-8：価値創造モデル
P17-18：JX金属グループの先端素材が
支える未来
P19-20：事業領域と強み
P23-28：事業別概況

◎102-10

組織およびそのサプライ
チェーンに関する重大な
変化

a. 組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関して生じた重大な変化。次の事項を含む
　ⅰ. 所在地または事業所に関する変化（施設の開設や閉鎖、拡張を含む）
　ⅱ. 株式資本構造の変化、その他資本の形成、維持、変更手続きの実施による変化（民間組織の場

合）
　ⅲ.  サプライヤーの所在地、サプライチェーンの構造、またはサプライヤーとの関係の変化（選定や解

消を含む）

P9-12：トップメッセージ
P51-52：Column

◎102-11
予防原則または予防的
アプローチ

a. 組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその取り組み方

P9-12：トップメッセージ
P21-22：非鉄金属を取り巻くリスクと機会
P29-32：特集1

P33-36：特集2

P39-42：地球環境保全への貢献
P53-60：魅力ある職場の実現
P61-64：人権の尊重
P69-77：ガバナンスの強化

◎102-12 外部イニシアティブ
a. 外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシアティブで、組織が署名または支持

しているもののリスト
P79-81：国際規範・イニシアティブへの
対応

◎102-13 団体の会員資格 a. 業界団体、その他の協会、および国内外の提言機関で組織が持っている主な会員資格のリスト
P79-81：国際規範・イニシアティブへの
対応

◎102-14 上級意思決定者の声明
a. 組織とサステナビリティの関連性、およびサステナビリティに取り組むための戦略に関する、組織の

最高意思決定者（CEO、会長またはそれに相当する上級幹部）の声明
P9-12：トップメッセージ

102-15
重要なインパクト、リス
ク、機会

a. 重要なインパクト、リスク、機会の説明
P9-12：トップメッセージ
P21-22：非鉄金属を取り巻くリスクと機会

◎102-16
価値観、理念、行動基
準・規範

a. 組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明
P1-2：イントロダクション

102-17
倫理に関する助言およ
び懸念のための制度

a. 組織内外に設けられている次の制度についての説明
　ⅰ. 倫理的行為および合法行為、ならびに組織の誠実性に関する助言を求める制度
　ⅱ. 非倫理的行為または違法行為、ならびに組織の誠実性に関する懸念を通報する制度

P69-77：ガバナンスの強化

◎102-18 ガバナンス構造
a. 組織のガバナンス構造。最高ガバナンス機関の委員会を含む
b. 経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会

P37-38：マテリアリティとESG推進体制
P69-77：ガバナンスの強化

GRIスタンダード対照表（コア準拠）
◎は中核項目 緑色：コアオプション準拠のために採用しているスタンダード　　水色：準拠のために採用したスタンダードではないが、参考としたスタンダード

独立保証報告書
独立した第三者保証報告書

JX金属株式会社
代表取締役社長　村山　誠一　殿

2021 年 9月22日

KPMGあずさサステナビリティ株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9 番 7 号

代表取締役

　当社は、JX 金属株式会社（以下、「会社」という。）からの委嘱に基づき、会社が作成したサステナビリティリポート2021（以下、「サステナビリティリポート」という。） 
に記載されている2020年4月1日から2021年3月31日までを対象とした□マークの付されている環境・社会パフォーマンス指標（以下、「指標」という。）、
International Council on Mining & Metals（以下、「ICMM 」という。）の基本原則及び適用される声明文（Position Statements）に定められている必須要件
と会社の方針との整合性、会社の重要テーマの特定及び優先順位付け並びに会社の重要テーマに対するアプローチ及びマネジメントに対して限定的保証業務を実施
した。

会社の責任
　会社が定めた指標の算定・報告基準（以下、「会社の定める基準」という。サステナビリティリポートに記載。）に従って指標を算定し、表示する責任、ICMMの基本
原則及び適用される声明文に定められている必須要件と会社の方針との整合性について報告を行う責任、会社の重要テーマの特定及び優先順位付けについて報告
を行う責任並びに重要テーマに対するアプローチ及びマネジメントについて報告を行う責任は会社にある。

当社の責任
　当社の責任は、限定的保証業務を実施し、実施した手続に基づいて結論を表明することにある。当社は、国際監査・保証基準審議会の国際保証業務基準（ISAE）
3000「過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」及び ISAE3410「温室効果ガス情報に対する保証業務」に準拠して限定的保証業務を実施した。

　本保証業務は限定的保証業務であり、主としてサステナビリティリポート上の開示情報の作成に責任を有するもの等に対する質問、分析的手続等の保証手続を通じ
て実施され、合理的保証業務における手続と比べて、その種類は異なり、実施の程度は狭く、合理的保証業務ほどには高い水準の保証を与えるものではない。当社の実
施した保証手続には以下の手続が含まれる。

■ サステナビリティリポートの作成・開示方針についての質問及び会社の定める基準の検討

■ 指標に関する算定方法並びに内部統制の整備状況に関する質問

■ 集計データに対する分析的手続の実施

■ 会社の定める基準に従って指標が把握、集計、開示されているかについて、試査により入手した証拠との照合並びに再計算の実施

■ リスク分析に基づき選定した国内1工場に対する現地往査の代替的な手続としての質問及び証憑等の文書の閲覧

■ 会社の方針に関する文書の閲覧及び質問を通じた ICMMの基本原則及び適用される声明文の必須要件と会社の方針との整合性の検討

■ 重要テーマの特定及び優先順位付けのプロセスについての質問及び関連文書の閲覧

■ 重要テーマに対するアプローチ及びマネジメントについての質問及び関連文書の閲覧

■ 指標の表示の妥当性に関する検討

結論
　上述の保証手続の結果、すべての重要な点において、以下のように認められる事項は発見されなかった。

■ サステナビリティリポートに記載されている指標が、会社の定める基準に従って算定され、表示されていない

■ 会社の方針が、80頁に記載されているように ICMMの基本原則及び適用される声明文の必須要件と整合していない

■ 会社の重要テーマの特定及び優先順位付けが37 ～ 38頁に記載されているとおりに行われていない

■  会社が37 ～ 38、39 ～ 42、43 ～ 50、53 ～ 60、61 ～ 64、65 ～ 66、69 ～ 77頁に記載されているとおりに重要テーマに対するアプローチ及びマネジメントを行っ
ていない

当社の独立性と品質管理
　当社は、誠実性、客観性、職業的専門家としての能力と正当な注意、守秘義務及び職業的専門家としての行動に関する基本原則に基づく独立性及びその他の要件
を含む、国際会計士倫理基準審議会の公表した「職業会計士の倫理規程」を遵守した。

　当社は、国際品質管理基準第1号に準拠して、倫理要件、職業的専門家としての基準及び適用される法令及び規則の要件の遵守に関する文書化した方針と手続
を含む、包括的な品質管理システムを維持している。

以　上




